
公告 R5-12 号 

                             令和 6 年２月２９日 

 

中越パルプ工業健康保険組合 

理事長 福本亮治 

（公印省略） 

 

 

取扱要領制定の件 

  

 

 標記の件について、第 158 回組合会において議決されましたので、ここに公告します。 

 

 

記 

 

 

 災害発生時に、一部負担金等の徴収猶予等を実施するにあたり、対応をスムーズに

行えるよう下記の取扱要領を制定しましたので、ここに公告いたします。 

 

記 

 

◆「災害時の一部負担金等の徴収猶予及び減免に関する取扱要領」 
 （別紙参照） 
 施行日：令和 6年 2月 22 日から施行する。 

 

 

 

 

以 上 



別紙














